
臨時会で議員提案で議決（可決）した

ことについて報告します。

１．議員報酬10％の減額
コロナウイルス感染症の対策費の財源

の確保を目的に議員報酬を減額しました。

６月１日から11月31日迄の６か月間報酬

月額と６月支給の夏季一時金（ボーナス）

を10％減額します。

このことで議員一人当たり約31万円

（総額約620万円）となります。

２．埼玉県知事へ意見書提出
緊急事態宣言の延長を受け、さらに収

束に向けて長期化することなどから、安

心できる県行政の推進に向け、「新型コ

ロナウイルス感染症対策の充実を求める」

以下の意見書を大野知事に提出しました。

（１）ＰＣＲ検査体制の強化

（２）医療体制の強化

（３）雇用の維持と事業の継続の支援

（４）中小企業及び個人事業者支援の

充実

（５）教育環境の整備による教育機会

の確保及び教育格差の解消

です。今後も機会を見つけて、市民の安

全安心向けた提言をしてまいります。

３．新型コロナウイルス感染症
対策に関する決議
本決議は、裏面に詳細を掲載しました

ので、是非お読みください。

これ以外に市長提出議案が、13件あり

ました。すべて可決しました。

１．市長・副市長・教育長給与減給
市長20％、副市長・教育長15％の減給

を６カ月間行うための条例が提出されま

した。

２．専決処分の承認
一律10万円給付の補正予算及び条例改

正などが、４月31日に専決処分していま

すので、議会の承認を求めて提案されま

した。

臨時会は、市長及び議長発議で行われ

るのが通例ですが、開会の意思がなかい

ことこら、上記（図）の議員９名が地方

自治法第101条３に基づき、市長に直接

請求し開会されました。

議会は、議員報酬削減（620万円）の

他政務活動費の清算返納（240万円）や

旅費及び不要不急の事業費（280万円）

削減で約1,140万円の財源を、コロナ対

策費への活用を図るよう決定しました。

コロナウイルス感染症は、長期化の可能

性があります。議会は、市民の安全に全

力で対応します。
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新型コロナウイルス感染問題
は、私たち市民の暮らしを直
撃しています。感染しないた
めに自粛を心がけていますが、

市や議会の動きが見え
ません。市民の不安
に政治の役割を見せ

てください。

議員報酬削減など議会費縮減で約１千万円超コロナ対策費へ

９人の議員で
臨時会を請求し、
５月19日開会しま
した。市民とコロ

ナを乗り切る決
議をしました。

以下に報告します

市議会は、令和２年５月19日有志議員９名が請求した臨時会

を開会しました。コロナ感染拡大防止のため外出自粛や休業

要請で市民生活が大きく変容し、経済的に困窮している事態

が起きています。市民の命とくらしを守るため、対策の緊急

提言（決議）と財源確保について審議しました。

工藤日出夫

黒澤 健一

高橋 伸治

諏訪善一良

日高 英城

桜 井 卓

渡邊 良汰

松島 修一

岡村 有正

コロナ対策に全力と決議
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新しいライフスタイルの構築へ

１月15日に国内において最初の感染者

が確認された新型コロナウイルス感染症

は、その後クルーズ船でのクラスター、

北海道での感染拡大の後、３月から４月

にかけて首都圏を中心に全国に拡大しま

した。政府は４月７日に「緊急事態宣言」

を発出し、感染拡大阻止に向けて「外出

自粛」や「休業要請」を実施しました。

５月の連休後は、全国的に新規感染者

が減少し、一部の大都市圏を除き緊急事

態の解除が行われています。しかし、こ

れで終息することは無く、長期化が叫ば

れています。この間、特に非正規勤労者

の雇用環境が急速に悪化、生活困窮問題

が顕在化し、また、個人事業主や中小企

業を直撃し、経営を圧迫しています。

国は、一律10万円給付事業等対策を出

しているが、当事者に届くのに時間が必

要で困窮状態は深刻な問題になっていま

す。議会は、迅速に市独自の対策を求め

議会決議しました。

しかし、新型コロナ

ウイルス感染症は、有

効な治療薬やワクチン

の開発が途上にあり、

今後はウイルスとの共

存が課題になっていま

す。専門家会議が示した「新しい生活様

式」を踏まえ、自分にふさわしいライフ

スタイルを構築し、コロナ禍を克服して

いきましょう。

コロナ感染拡大で学

校が長期間休校する中

で、知事会で「９月入

学」が突然提案されて

います。グローバルスタンダート（国際

標準）ということですが、上図をご覧く

ださい。

これは、文科省が公表している各国の

入学時期です。１月入学から10月まで様々

です。アメリカは７月です。学校の入学

時期は、グローバルスタンダードという

基準は無く、それぞれの国の文化の中で

実施されていると見るべきです。

安全な学校づくりが先では

私は、いま長期間休校している学校の

再開には、入学時期の検討ではなく、子

どもが安全に学校生活ができる環境の整

備と思います。子どもを感染症から守る

ため、決議でも述べているように、児童

生徒・保護者・教員のリスクコミュニケー

ション（危機を共有）の確立です。

そのうえで、まずすべきことは、少人

数学級で教室を密にしないことです。二

部制通学などが検討されているようです

が、これでは教育時間の減少で学力低下、

そして学力格差等が起きることが心配で

す。今学校は、少子化の影響で未使用教

室が増えていますので、学級増は対応で

きます。

知事会が、９月入学を国際標準という

なら、むしろ１クラスの人数を減らこと

が「国際標準」です。次に、教員の増員

です。「ブラック職場」と言われ、教員

志望が減少しています。子どもにとって

安全な学校、子どもの学習を保障するた

めに「少人数学級」と「教員の増員」が、

コロナ対策で最優先にすべきことです。

感染防止にマスクと手洗

新型コロナ感染症長期化の様相

時
論

市議会は、５月19日の臨時会で下記の決議

をしました。特に、自粛等の休業で職を失っ

た人や個人事業主への経済支援は喫緊の課題

と決議しました。この後は市長にぜひ決議を

活かしたコロナ対策をしていただきたいと考

えています。

１．適切な情報提供について
市は、新型コロナウイルス感染対策の見え

る化を図り、市民に積極的に情報を提供する

ことで市民の不安の解消に努めること。

２．医療に関する情報提供について
市は、医師会等と連携し、新型コロナウイ

ルス感染症を含む医療全般に対する情報を市

民に適切に提供すること。

３．生活困窮者及び中小企業・個人

事業主への支援
市は、緊急事態措置による休業要請等の影

響により、雇用を喪失又は収入減を余儀なく

された生活困窮者及び事業の休業・縮小等で

事業の継続が危ぶまれる中小企業・個人事業

主に対し、あらゆる機会を通じて、国及び県

による各種支援に関する情報を提供するとと

もに、早急に市独自の経済支援策を講

じること。

４．学校再開に向けた対応について
市は、小学校及び中学校の再開に向けて、

徹底した感染症対策を講じるとともに、遠隔

学習の導入など、感染防止に配慮した教育環

境の整備を図ること。また、学校の持つ集団

教育活動の長所を失うことなく安全に学校活

動が送れるよう、児童生徒、保護者、学校関

係者及び専門家等による検討会議を設置し、

対応の一元化を図ること。

５．高齢者及び高齢者介護施設への

支援について
市は、新型コロナウイルスに感染した場

合に特に重症化する恐れの高い基礎疾患のあ

る高齢者を感染から守るため、見回りの強化

や相談体制の整備が重要である。また、高齢

者介護施設へのマスク・消毒用アルコール等

の衛生・防護用品の提供や、感染拡大防止の

ための施設設備の改善等について、特段の支

援を図ること。

６．保育所・学童保育室等への支援

について
市は、医療従事者や社会の機能を維持する

ために就業を継続することが必要な方やひと

り親家庭などで仕事を休むことが困難な方の

ために、保育所、学童保育室等の施設におけ

る事業の継続を図ること。また、緊急事態措

置が解除された後も、当該施設において感染

防止に努めながら安全に子どもの保育が実施

できるよう、可能な限りの支援を行うこと。

新型コロナウイルス感染症対策に関する決議


